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 日 時 平成２９年４月１９日（水曜日）午前９時３０分から正午まで 

 場 所 奈良県社会福祉総合センター ２階ボランティアルーム 

 議 題 

① 議長選出 

② 議事録署名人の選出 

③ 理事長挨拶 

④ <<第１号議案>> 平成２８年度の活動を振り返って 

⑤ <<第２号議案>> 平成２８年度 会計報告 

⑥ <<第３号議案>> 平成２８年度 会計監査報告 

⑦ <<第４号議案>> 平成２９年度活動計画（案）について 

⑧ <<第５号議案>> 平成２９年度予算（案）について 

⑨ <<第６号議案>> 改正ＮＰＯ法施行に伴う定款の変更について 

⑩ <<第７号議案>> その他 

 

<<第１号議案>> 平成２８年度の活動を振り返って 

１ 基礎科 

各教室の実施状況は、下表のとおりです。 

平成２８年度の橿原教室の受講生決定において、募集要項どおりに７０歳以下の方を対象に抽選を行

いました。 

そして、第２教室の受講生は、橿原教室の落選者と７５歳までの応募者の方で構成しました。その関

係か、受講生の理解に合わせて講座を進めたところ「Windows１０の基本操作（基礎）」で２回遅れと

なり、その結果「Word の学習（基礎）」において２講座を自宅学習にしたところです。今後の橿原教

室の受講生決定に際して、再考する必要があります。 

他の教室については、当初の日程通り終えました。 

教室名 当初受講生数 基礎科修了生 途中辞退者数 備 考 

橿原教室 １６名 １６名 なし  

宇陀教室 ９名 ９名 なし  

香芝教室 １６名 １６名 なし  

第２教室 １４名 １３名 １名 家庭事情のため 

合計 ５５名 ５４名 １名  

２ 応用科 

各教室の実施状況は、下表のとおりであり、各教室共に予定どおり終えました。 

教室名 当初受講生数 応用科修了生 途中辞退者数 備考 

橿原教室 １４名 １４名 なし  

宇陀教室 １２名 １２名 なし  

香芝教室 １５名 １４名 １名 家族の介護のため 

第２教室 １２名 １１名 １名 現役復帰（再就職）のため 

合計 ５３名 ５１名 ２名  

３ 相談サロン 

昨年度から相談サロンはミニ講座主体に切り替えて運営をしているところです。 
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募集に際しては、昨年度と同様に行いました。結果として年間参加者は、前期＝２８名。後期＝２５

名であり、ミニ講座の内容により、毎回５名～１０名の任意参加者があり、平均３０名～３５名で開

催しています。 

ミニ講座内容は、完全に各教室の応用科と同様であり、当初の日程どおり終えました。 

特筆すべきことは、第 1 回目に６０数名の参加者がありました。その後は、多くの参加者に驚かれた

のか、また、テキストを受け取るために参加されたのでしょうか、なぜか 1 回限りの参加者が目立ち

ました。配布したテキストは、「Windows10 の基本操作（応用科）」と「Word の学習(応用)」の２冊

であり、来年度以降は、ミニ講座の開催内容に合わせて配布しようと考えています。 

４ その他の講座 

（１） 宇陀市市民講座 

本年も宇陀市中央公民館の要請を受けて、宇陀市民講座に講師派遣を行いました。 

本年度は、前期、後期ともに８回の「パソコン教室（初級）」講座を開催しました。 

なお、受講生は１６名の定員ですが、各回ともに２０数名の応募があったと聞いています。 

また、平成２９年度の六樹会シニアパソコン教室に修了生４名の応募を得ました。 

（２） 畝傍公民館講座 

年度の途中において、橿原市立畝傍地区公民館からパソコン初級者向けの講座開催の要請を受け

て、１０月８日から連続８週間の講座に講師派遣を行いました。 

講座内容は、宇陀市民講座と同じであり、受講生は２１名でした。 

５ その他 

事務局でのとりまとめは上記の通りですが、講座ごとに、講師、サブ講師、サポーターから見た今年

度の活動を振り返っていただきたいと思います。 

<<第２号議案>> 平成２８年度 会計報告 

平成２８年度の会計報告は、次の通りです。（別紙１参照） 

<<第３号議案>> 平成２８年度 会計監査報告 

会計監査担当から、報告をお願いします。（別紙２参照） 

<<第４号議案>> 平成２９年度活動計画（案）について 

昨年度に引き続き、下記の事業を行います。基本的な進め方等は次の通りです。 

（１） 基礎科 

平成２９年度の受講生募集に対しては、６９名の方から応募はがきを受け取り、昨年と同様に橿原

第２教室を開設して対応することにしました。ただし、公開抽選日時点の宇陀教室及び香芝教室の

応募者は募集人員１２名をオーバーしているもののこれまで教室のＭＡＸとしていた１６名の応募

者がなく、橿原教室のみ公開抽選を行いました。 

抽選後ご案内を差し上げたのですが、残念ながら橿原第２教室を中心に１７名の辞退者が出てお

り、最終的には下記の受講生でスタートします。 

① 橿原教室 ⇒ １５名 

② 第２教室 ⇒ １０名 

③ 宇陀教室 ⇒ １３名 

④ 香芝教室 ⇒ １４名    合計＝５２名 

講座内容は昨年度と同じですが、教室環境は基本的に Windows10、Office2016 であり、各テキスト

の再編集を行います。 

また、開講までに Windows７および Windows８での参加者については、事前に自宅サポートを行

い、Windows１０のアップグレード作業を行っています。 



（平成２９年度総会資料） 

（ 3 ） 

（２） 応用科 

宇陀教室及び香芝教室については、予想値ですが、下表の受講生でスタートします。 

なお、これまでメイン講師を担当していた者が、入院および後の養生のために約４ヶ月間活動を休

むために、講座日程の見直しを行うとともに、新たなメイン講師のもとに前期を Word 中心に進め

ます。 

教室名 基礎科修了者 応用科受講生 備  考 

橿原教室 １６名 １４名 ３名が基礎科修了で終える。 

宇陀教室より１名参加 

宇陀教室  ９名  ９名 参加見込み人数。 

香芝教室 １６名 １６名 参加見込み人数 

第２教室 １３名 １２名 １名、橿原教室基礎科再受講 

合計 ５４名 ５１名  

（３） 相談サロン 

本日午後に平成２８年度の相談サロンを終了し、改めて数日後に平成２９年度の相談サロンの案内

をする予定ですが、これまでミニ講座のメイン講師を担当していた者の体調を考慮して、前期の相

談サロンは中止にします。 

そして、１１月から相談サロンを再開して、ミニ講座は橿原教室応用科に準じて実施します。 

なお、参加者の見通しが立たないところです。本日提案する事業計画では２５名の参加を見込んで

いますが、再開後の年間参加者数がほぼ固まった段階で後期の事業計画を理事会で見直しすること

にします。 

（４） 受託事業 

すでに、宇陀市中央公民館から、本年度も「宇陀市中央公民館主催 市民講座」に講師派遣の要

請を受けており、受託することにします。 

現在、依頼を受けている講座内容は、昨年度と同様に前期、後期ともに８回の「初級パソコン講

座」を開催します。 

（５） 事業運営関係 

（ア）シニアパソコン教室等の運営体制 

六樹会シニアパソコン教室の運営方法については、昨年度から実施しているメイン講師を中心と

したグループ体制で臨みます。この体制のポイントは、受講生を第一に考え、サポーター一人一

人がより受講生を理解し、懇親を深めながら適切なアドバイスが出来ることです。また、サポー

ターは毎回の講座に参加するために事前学習が必須であり、サポーターの知識・技能の向上につ

ながり、一石二鳥と考えています。 

教室名 受講生 メイン講師 サブ講師 サポーター 

橿原教室・基礎科 １６名 横尾 藤崎 
北、田中、中垣、西村、野口 

橿原教室・応用科 １４名 鎌田 横尾 

第２教室・基礎科 １３名 横尾 小走 
門脇、前野 

第２教室・応用科 １２名 鎌田 横尾 

宇陀教室・基礎科 １０名 山下 岡田 
飯田、亀田、藤村 

宇陀教室・応用科 １０名 鎌田 山下 

香芝教室・基礎科 １６名 横尾 川本 
鹿島、佐藤、鈴木 

香芝教室・応用科 １５名 鎌田 横尾 

相談サロン ２２名 鎌田 横尾 講師会メンバー 

宇陀市市民講座 １６名 山下 岡田 飯田、亀田、藤村 

（イ）理事会＆講師会の開催 
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理事会は、これまで同様に本会の運営に関する基本事項の審議を行います。 

講師会は、メイン講師、サブ講師と講師を目指す者で構成し、教室間の情報交換、相談サロンにお

ける相談員としての技術向上に努め、講座総括担当とともにテキストの作成作業を行います。 

年度当初の講師会メンバーは、次の通りです。 

岡田、鎌田、川本、北、小走、田中、中垣、野口、藤崎、横尾、山下（１１名） 

（エ）その他 

サポーターに必要な知識技能の習得は自己努力・自己学習とし、新技術の紹介等必要により、総会

および理事会等の開始に合わせて学習会を開催します。また、サポーターの技術向上を兼ねて、こ

れまで講師会メンバーで行っていたテキストのレビューに積極的に参加をお願いします。 

なお、教室の聴講は、講師会メンバーが講座技術の向上をめざし、また、サポーターとしての技術

習得のために行ってきました。今後もその考え方は変わりません。聴講を希望する方は、橿原教室

での聴講のみを可能とします。 

また、会員相互の親睦のために例年通り新年懇親会等を開催します。 

（６） 活動日程について 

平成２９年度の活動日程表を、別紙３に示します。 

<<第５号議案>> 平成２９年度予算案（案）について 

平成２９年度の予算案を別紙４に示します。 

<<第６号議案>> 改正ＮＰＯ法施行に伴う定款の変更について 

平成２８年６月に特定非営利活動法（ＮＰＯ法）が改正され、情報公開の一層の推進などが図られまし

た。その関係で、これまで毎事業年度終了後に法務局へ行っていた「資産の総額登記」に代わって、「貸

借対照表」の公告を自ら行う必要があります。当会としては、下記の通り定款を変更して、ホームページ

において「貸借対照表」の公告を行うこととします。 

なお、本定款の変更は、本日の審議を終えて即日施行とします。 

変更前の定款の条文 変更後の定款の条文 

（公告の方法） 

第５１条 この法人の公告は、この法人の掲示板

に掲示するとともに、官報に記載して行う。 

（公告の方法） 

第５１条 この法人の公告は、この法人の掲示板

に掲示するとともに、官報に記載して行う。 

ただし、法第２８条の２第１項に規定する貸借対

照表の公告については、この法人のホームページ

に記載して行う。 

 

<<第７号議案>> その他 
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（別紙１） 
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（別紙２） 



（平成２９年度総会資料） 

（ 7 ） 

 
（別紙３） 
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（別紙４） 


